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本議題の目的

・令和４年４月１日付で医療法が一部改正され、今年度か
ら外来機能報告制度が始まりました。医療資源を重点的に
活用する外来の実施状況や紹介率・逆紹介率、人員の配置
状況等が報告事項です。

・この報告結果を基に、地域の外来医療提供体制の現状を
データにより明らかにし、外来医療の機能分化・連携強化
に向けた議論を進めていきます。最初の議題として、次回
の地域医療構想調整会議にて、地域の紹介患者への外来を
基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）について協
議をお願いする予定です。

・本日は、改めて制度やスケジュール、協議の進め方につ
いて共有し、疑問点等を洗い出すことを目的としています。
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　　　　【定額負担について】〇一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関は紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務が発生〇定額負担の額（医科）　・初診：7,000円　再診：2,000円　　　【入院診療の評価の新設】〇紹介受診重点医療機関の入院医療について新たな評価を実施。　・入院診療加算　800点（入院初日）



地域医療構想調整会議紹介受診重点医療機関
となる意向の有無

重点外来の割合
（国基準）

令和４年度紹介受診重点医療機関に係る議論の進め方について

意向あり

意向なし

通常の協議

医療機関に出席を
求め、意見を聴取

医療機関に出席を
求め、意見を聴取
紹介率、逆紹介率
の状況等を参考に
議論

協議後の対応・
公表事項等

意向と協議の場で
の結論が一致した
医療機関を紹介受
診重点医療機関と
して公表

意向がなく紹介受
診重点医療機関と
ならない医療機関
については公表事
項なし

意向と協議の場で
の結論が不一致と
なった医療機関は、
当該医療機関が改
めて検討した意向
を踏まえ、２回目
の協議を実施

外来機能報告（R4.10～R4.12）
地域の協議
（R5.1～R5.2）

（R5.3）

（R5.7～R5.9）

基準を満たさない

基準を満たす

基準を満たす

基準を満たさない

※医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）の基準
⑴医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 例）悪性腫瘍手術の前後の外来
⑵高額等の医療機器・設備を必要とする外来 例）外来化学療法、外来放射線治療
⑶特定の領域に特化した機能を有する外来 例）紹介患者に対する外来

初診の外来件数の40％以上
かつ

再診の外来件数の25%以上 4


